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獲得目標と科目概要

① 就労選択支援の基本プロセスにおける多機関連携
の目的や方法を理解する

② 地域にある社会資源を知り、役割を理解する
③ ケース会議を開催する際の目的、進め方、留意点
を知り、関係機関との連携ポイントを学ぶ

獲得目標

科目概要

① 就労選択支援の基本プロセスにおける多機関連携
の必要性について

② 地域の社会資源の役割と地域アセスメントの視点
③ 関係機関との連携の際に必要となる考え方
④ ケース会議の方法、進め方について基本的な姿勢
について
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就労選択支援の
基本プロセスにおける多機関連携
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多機関連携とは

• 「多機関連携」とは、複数の支援機関や関係者が協働し、それぞれの専門性や
資源を活用して支援を行う仕組みや取り組みのこと
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• 多機関連携の目的

– 本人が就労先・働き方についてよ
り良い選択ができるために

– 本人の希望、就労能力や適性等に
合った選択を支援するために

– 選択支援事業終了後においても、
就労ニーズや能力等の変化に応じ
た選択が可能となるために
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出典：厚生労働省

就労選択支援における各機関の役割
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出典：厚生労働省

就労選択支援の基本プロセスについて
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具体的なイメージ①

出典：厚生労働省
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具体的なイメージ②

出典：厚生労働省
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具体的なイメージ③

出典：厚生労働省
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地域の社会資源と
地域アセスメントの視点
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地域の社会資源とは？（個人ワーク）

• あなたの地域には、どのような社会資源がありますか？

• 福祉サービスに限らず「社会資源」として連携できるものをできるだけたくさ
ん書いてみてください。
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社会資源とは

• フォーマルな資源は、法律や行政の枠組みに基づいて提供される公的な支援
や制度、福祉サービスなどのこと

– ハローワーク

– 市役所

– 障害者職業センター

– 障害者就業・生活支援センター

– 就労移行支援事業所・就労継続支援事業所

– 若者サポートステーション

– 発達障害者支援センター、相談支援事業所、グループホームなど

• インフォーマルな資源は、公的ではないものの、地域社会や個人の関係性、ネ
ットワークを通じて得られる支援のこと

– 家族や友人

– 地域のボランティア団体や支援グループ

– 当事者団体やピアサポート

– 地域の祭りや交流活動など、社会参加の機会を提供する非公式な場
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障害福祉サービスについて

出典：障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット
（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
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障害者就業・生活支援センターについて

出典：障害者就業・生活支援センターについて（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html
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不足する社会資源を想像する視点

• ニーズの明確化と可視化

– 現状の課題や必要とされているサービス・支援を具体的に把握

– 「何が不足しているのか」「どのような社会資源があれば解決できるのか」
を明確にする

• 既存の社会資源の整理と評価

– 既存の社会資源をリストアップし、機能や役割、強みと弱みを整理

– 不足している機能を検討し、新たな社会資源のアイデアを想像

• 多様なパートナーシップの視点

– 福祉分野だけでなく、教育機関、企業、行政、地域等の連携を模索

• 長期的視点と地域における共生社会のビジョン

– 短期的な問題解決にとどまらない

– 地域全体で障害のある人が働きやすい環境づくりを目指すビジョンを共
有し、地域社会全体の理解と協力を考えていく
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ケース会議の開催
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ケース会議の目的

• ケース会議とは

– 就労選択支援事業所以外の地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、
その後の適切な支援につなげていくための会議

• ケース会議の目的

– 利用者の意思の尊重

– 情報共有と現状把握

– 課題の整理と分析

– 支援方針（計画）の検討と合意

– 多職種連携の強化

 複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立性の担保を図る
 ケース会議を通じて、本人や家族にアセスメント結果を共有することで、
自己理解を促進するとともに、本人の主体的な選択を支援する
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基本的な姿勢、連携の考え方

• 本人中心の姿勢

– ケース会議の中心はあくまで「本人」

– 本人が主体的に選択し、意思決定できる環境を整える

• 多機関連携の重要性

– アセスメントや支援方針の検討において、偏りが出ないよう複数の視点を
取り入れ、中立性・客観性を担保

• アセスメント結果の共有と活用

– 専門的な用語を避け、本人や家族が理解しやすい形でアセスメント結果を
共有

• 情報共有とプライバシー保護

– 本人や家族のプライバシーを保護し、不必要な情報漏洩がないよう注意す
る

• 連携の姿勢と信頼関係の構築

– 関係機関同士が上下関係なく対等な立場で意見を出し合い、協力し合う
姿勢が重要



20令和6年度厚生労働省「就労選択支援に係るマニュアル等の開発及び研修実施に向けた試行的調査等業務」

具体的な連携方法（事例）
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事例①

出典：厚生労働省
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事例②

出典：厚生労働省
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事例③

出典：厚生労働省
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全体のまとめ


